
小郡市空き家バンク登録物件購入等補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家バンク登録物件の流通を促進することにより、管理不全な

空き家等の発生及び増加を抑制すること並びに管理不全な空き家等の状況を改善する

ことを目的とした空き家バンク登録物件購入等補助金の交付について、小郡市補助金

等交付規則（平成８年小郡市規則第９号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 空き家バンク登録物件 小郡市空き家バンク要綱（平成３０年小郡市告示第

８２号）第５条第５項の規定に基づき空き家バンクに登録された物件をいう。 

（２） 売買成約物件 空き家バンク登録物件で、売買契約が締結されたものをいう。 

（３） 賃貸借成約物件 空き家バンク登録物件で、賃貸借契約が締結されたものを

いう。 

（４） 購入者 自らが利用するために、売買成約物件を購入した者をいう。 

（５） 賃貸者 賃貸借成約物件を貸している者をいう。 

（６） 賃借者 賃貸借成約物件を借りている者をいう。 

（７）  転入者 空き家バンク登録物件を購入又は賃借して、市外から市内に転入す

る予定の者をいう。 

（８） 改修工事 売買成約物件又は賃貸借成約物件の経年劣化した性能及び機能を

実用上支障のない状態まで回復する工事又は従前の性能及び機能以上に改善

する工事をいう。 

（９） 新築工事 売買成約物件の全てを取り壊し、同一敷地内に新たに建築する工

事をいう。 

（１０） 手数料 新築工事に要する都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条第１項、第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項に規定する許可を取

得する際に必要な申請手数料をいう。 

 （補助金の種類） 

第３条 空き家バンク登録物件購入等補助金の種類は、次のとおりとする。 

（１） 売買成約物件の購入に要する費用に係る補助金（以下「購入費補助金」とい

う。） 

（２） 改修工事又は新築工事に要する費用に係る補助金（以下「改修等工事費補助

金」という。） 

（３） 手数料に係る補助金（以下「手数料補助金」という。） 

 （購入費補助金の交付対象者） 

第４条 購入費補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす購入者と

する。 

 （１） 購入費補助金の交付を受けた後、購入した売買成約物件及び当該物件が存す

る敷地を１０年以上適正に管理することができる者 

 （２） 小郡市税の滞納がない者。ただし、転入者である場合は、第１４条に規定す

る購入費補助金の交付申請時点の住所地の市町村税の滞納がない者 

 （３） 小郡市暴力団等排除条例（平成２２年小郡市条例第７号）第２条第１号に規

定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者 



（４） 購入費補助金の交付を過去に受けていない者 

（５） 売買成約物件の購入に要する費用に係る他の補助制度による交付金、補償金

等の交付を受けていない者で、かつ、受ける予定がない者 

（６） 売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と３親等以内の親族でない者 

（購入費補助金の交付額） 

第５条 購入費補助金の交付額は、次項に規定する基本額に第３項に規定する加算額を

加えた額とする。ただし、予算の範囲内で交付する。 

２ 購入費補助金の基本額は、１売買成約物件当たりその購入に要する費用の２分の１

に相当する額の１，０００円未満の端数を切り捨てた額とし、２００，０００円を上

限とする。 

３ 購入費補助金の加算額は、購入者の同居者に１５歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある者がいる場合に限り、５０，０００円とする。 

（購入費補助金の交付回数） 

第６条 購入費補助金の交付は、同一の申請者について１回限りとし、かつ、同一の売

買成約物件について１回限りとする。 

 （改修等工事費補助金の交付対象者） 

第７条 改修等工事費補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者

とする。 

 （１） 購入者、賃貸者又は賃貸者に改修工事に係る同意を得て改修工事を行う賃借

者 

 （２） 改修等工事費補助金の交付を受けた後、改修後の売買成約物件若しくは賃貸

借成約物件又は新築工事により建築した物件（第１１条第３号において「新築

物件」という。）及びこれらの物件が存する敷地を１０年以上適正に管理する

ことができる者。ただし、賃借者である場合は、賃貸借契約が終了するまで適

正に管理することができる者 

 （３） 小郡市税の滞納がない者。ただし、転入者である場合は、第１５条に規定す

る改修等工事費補助金の交付申請時点の住所地の市町村税の滞納がない者 

 （４） 小郡市暴力団等排除条例第２条第１号に規定する暴力団等でない者及び暴力

団等と密接な関係を有しない者 

 （５） 改修等工事費補助金の交付を過去に受けていない者 

 （６） 購入者である場合は、売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と３親等以

内の親族でない者。賃貸者又は賃借者である場合は、賃貸者と賃借者が３親等

以内の親族でない者 

 （改修等工事費補助金の交付対象工事） 

第８条 改修等工事費補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）

は、次に掲げる要件の全てを満たす工事とする。 

（１） 改修工事又は新築工事 

（２） 改修工事の場合は、市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しく

は支店を有する法人が施工する工事 

（３） 都市計画法、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築行為に係る

その他の法令を遵守した工事 

（４） 改修工事又は新築工事に要する費用に係る他の補助制度による交付金、補償

金等の交付を受けた場合又は受ける予定がある場合は、それらの交付金、補償

金等の対象でない工事 

（改修等工事費補助金の交付額） 



第９条 改修等工事費補助金の交付額は、次項に規定する基本額に第３項に規定する加

算額を加えた額とする。ただし、予算の範囲内で交付する。 

２ 改修等工事費補助金の基本額は、一つの改修工事又は新築工事当たりその工事に要

する費用の２分の１に相当する額の１，０００円未満の端数を切り捨てた額とし、２

００，０００円を上限とする。 

３ 改修等工事費補助金の加算額は、新築工事の場合に限り、３００，０００円とする。 

（改修等工事費補助金の交付回数） 

第１０条 改修等工事費補助金の交付は、同一の申請者について１回限りとし、かつ、

同一の売買成約物件又は賃貸借成約物件に係る敷地について１回限りとする。 

（手数料補助金の交付対象者） 

第１１条 手数料補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす購入者

とする。 

（１） 都市計画法第７条第３項に規定する市街化調整区域で新築工事を行う者 

（２） 新築工事に要する都市計画法第２９条第１項、第４２条第１項ただし書又は

第４３条第１項に規定する許可を取得する権利を有する者 

（３） 手数料補助金の交付を受け、新築工事が完了した後、新築物件及び当該物件

が存する敷地を１０年以上適正に管理することができる者 

（４） 小郡市税の滞納がない者。ただし、転入者である場合は、第１６条に規定す

る手数料補助金の交付申請時点の住所地の市町村税の滞納がない者 

 （５） 小郡市暴力団等排除条例第２条第１号に規定する暴力団等でない者及び暴力

団等と密接な関係を有しない者 

（６） 手数料補助金の交付を過去に受けていない者 

（７） 手数料に係る他の補助制度による交付金、補償金等の交付を受けていない者

で、かつ、受ける予定がない者 

（手数料補助金の交付額） 

第１２条 手数料補助金の交付額は、新築工事に要する都市計画法第２９条第１項、第

４２条第１項ただし書又は第４３条第１項に規定する許可の取得に要した手数料の

２分の１に相当する額とする。ただし、予算の範囲内で交付する。 

（事前協議） 

第１３条 購入費補助金、改修等工事費補助金又は手数料補助金の交付を受けようとす

る者は、それぞれ次条、第１５条又は第１６条の規定による交付申請の前に、市長と

事前協議を行うものとする。 

（購入費補助金の交付申請） 

第１４条 購入費補助金の交付を受けようとする者は、売買成約物件の売買契約締結日

から１年を経過する日までの間に空き家バンク登録物件購入等補助金（購入費補助金）

交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（改修等工事費補助金の交付申請） 

第１５条 改修等工事費補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する

前に、空き家バンク登録物件購入等補助金（改修等工事費補助金）交付申請書（様式

第２号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（手数料補助金の交付申請） 

第１６条 手数料補助金の交付を受けようとする者は、新築工事に要する都市計画法第

２９条第１項、第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項に規定する許可申請を行

う前に、空き家バンク登録物件購入等補助金（手数料補助金）交付申請書（様式第３

号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 



（交付決定等） 

第１７条 市長は、前３条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、

当該申請に係る空き家バンク登録物件購入等補助金を交付することが適当であると

認めたときは、空き家バンク登録物件購入等補助金交付決定通知書（様式第４号）に

より、不適当であると認めたときは、空き家バンク登録物件購入等補助金不交付決定

通知書（様式第５号）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、空き家バンク登録物件購入等補助金の交付決定に当たり、条件を付するこ

とができる。 

（交付申請の取下げ） 

第１８条 前条第１項の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、事情により交付申請を取り下げるときは、当該交付を受ける前までに、

空き家バンク登録物件購入等補助金交付申請取下届（様式第６号）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定による交付申請の取下げの届出があったときは、当該申請に係

る交付決定をなかったものとみなす。 

（交付申請内容の変更） 

第１９条 交付決定者は、事情により交付申請内容を変更するときは、速やかに空き家

バンク登録物件購入等補助金交付変更申請書（様式第７号）に関係書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、変更が適

当であると認めたときは、空き家バンク登録物件購入等補助金交付変更許可通知書

（様式第８号）により、不適当であると認めたときは、空き家バンク登録物件購入等

補助金交付変更不許可通知書（様式第９号）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の交付変更許可に当たり、第１７条第２項の規定により付した条件を

変更することができる。 

（実績報告） 

第２０条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に該当した

日から起算して３０日を経過した日又は第１７条第１項の規定による交付決定の通

知を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに空き家バンク登録物件購

入等補助金実績報告書（様式第１０号）に関係書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（１） 購入費補助金の交付決定の通知を受けた者で、売買成約物件の購入に係る支

払いが完了したとき。 

（２） 改修等工事費補助金の交付決定の通知を受けた者で、補助対象工事が完了し

たとき。 

（３） 手数料補助金の交付決定を受けた者で、新築工事に要する都市計画法第２９

条第１項、第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項に規定する許可を取得

したとき。 

２ 購入費補助金の交付決定の通知を受けた者で、交付決定の通知を受ける前に売買成

約物件の購入に係る支払いが完了した場合は、前項中の「当該各号に該当した日」と

あるのは「交付決定の通知を受けた日」と読み替えるものとする。 

（補助金額の確定） 

第２１条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告内容を審査し、

及び必要に応じて検査を行い、当該報告に係る成果が空き家バンク登録物件購入等補



助金の交付決定及び交付変更許可の内容並びに交付決定及び交付変更許可に当たり

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき空き家バンク登録物件購入等補助

金額を確定し、空き家バンク登録物件購入等補助金額確定通知書（様式第１１号）に

より当該交付決定者に通知しなければならない。 

（交付時期） 

第２２条 空き家バンク登録物件購入等補助金の交付は、前条の規定による補助金額の

確定を行った後に行うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第２３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空き

家バンク登録物件購入等補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により空き家バンク登録物件購入等補助金の交付決定

を受けたとき。 

（２） 空き家バンク登録物件購入等補助金の交付決定及び交付変更許可の内容並び

に交付決定及び交付変更許可に当たり付した条件その他法令又はこの要綱に

違反したとき。 

（３） その他市長が空き家バンク登録物件購入等補助金の交付決定が不適当である

と認める事由が生じたとき。 

２ 前項の規定は、第２１条の規定による補助金額の確定通知を行った後においても適

用するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定に基づき空き家バンク登録物件購入等補助金の交付決定を取

り消したときは、空き家バンク登録物件購入等補助金交付決定取消通知書（様式第１

２号）により当該交付決定者に通知するものとする。 

（返還） 

第２４条 市長は、前条第１項の規定により空き家バンク登録物件購入等補助金の交付

決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、当該取消し

を行った部分に相当する額の返還を、空き家バンク登録物件購入等補助金返還命令書

（様式第１３号）により当該取消しをされた者に命じるものとする。 

（補則） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク登録物件購入等補助金の交付に

関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則  

 この告示は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


